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⻑野県内の水道事業者（市町村等）

横浜市
水道局

『横浜市水道局と横浜ウォーター株式会
社の相互連携に関する基本協定』

趣旨︓⻑野県企業局と横浜ウォーター㈱が相互協⼒の上、⽔道事業者等が事業経営の基盤強化を図る取組を支援し、県内⽔道事
業者等の持続可能な事業経営の確⽴に寄与する。

包括連携協定
相互連携

環境部・企画振興部とも連携しながら、課題解決に向けた
助⾔・指導を⾏う。

具体的支援内容
・水道事業者なんでも相談（現場で直面する身近な問題
等に担当者が直接対応）
・実務研修会
・漏水調査機器の無償貸与
・環境部、企画振興部と連携し「おでかけ相談」（経営や財
政課題も含めた総合的な支援）の実施 等

横浜ウォーター（株）との包括連携協定について

⻑野県企業局の支援
他県への豊富な支援実績を活かし、横浜市水道局との
情報共有や連携を図りながら支援を⾏う。

具体的支援内容
・水道施設台帳の作成並びに直営での更新作業を可能
とするシステム導入
・直営による設計・積算・発注業務を目指した助⾔やマニ
ュアル整備
・水道事業に関する経営・技術支援の研修
・最先端技術の紹介、導入のサポート 等

横浜ウォーター㈱の支援

横浜ウォーター㈱と協定締結に⾄った理由︓
横浜ウォーター㈱は、以下のことから連携先として望ましい条件を備えていたことによる

（１）横浜市水道局が100％出資する会社であり、⾏政（公営企業）の観点からの経営ノウハウを熟知していること
（２）全国の小規模水道事業体の支援実績が豊富であること
（３）「小規模事業者への支援」という共通の目的を有していること

県 環境部
企画振興部

相互連携
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令和5年3月14日現在 21団体訪問

中川村への支援
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